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（ 別 紙 ）

土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの制定について（平成19年3月28日付け18農振第1597号農林水産省農村振興局企画部長通知）
の一部改正について 新旧対照表

改 正 後 現 行

第１章 土地改良事業と費用対効果分析 第１章 土地改良事業と費用対効果分析
第１節 費用対効果分析の意義 第１節 費用対効果分析の意義

１・２ ［略］ １・２ ［略］
３ 土地改良事業の特質 ３ 土地改良事業の特質

（１）・（２） ［略］ （１）・（２） ［略］
（３）対象となる農地は、国民食料の生産を確保する場とし （３）対象となる農地は、国民食料の生産を確保する場とし

て、水利施設等と一体的に形成されてきた国民的な半永久 て、水利施設等と一体的に形成されてきた国民的な半永久
資産である。また、土地改良事業は、農地防災・保全のた 資産である。また、土地改良事業は、農地防災・保全のた
めの事業も実施しており、農業生産活動の維持強化を通じ めの事業も実施しており、農業生産活動の維持強化を通じ
て国土保全に役立っている。これらの点から、土地改良事 て国土保全に役立っている。これらの点から、土地改良事
業は国富を形成するという性格を持ち、長期にわたり効用 業は国富を形成するという性格を持ち、長期にわたり効用
をもたらす事業である。このことは、その費用の全てを一 をもたらす事業である。このことは、その費用のすべてを
定時期、特定の農地を所有する者のみに負担させることは 一定時期、特定の農地を所有する者のみに負担させること
不公平なことになる。 は不公平なことになる。

（４）・（５） ［略］ （４）・（５） ［略］
４ ［略］ ４ ［略］
５ 費用対効果分析の義務付け ５ 費用対効果分析の義務付け

（１）・（２） ［略］ （１）・（２） ［略］
（３）全ての効用が全ての費用を償う土地改良事業であるこ （３）すべての効用がすべての費用を償う土地改良事業である

と。 こと。
（４） ［略］ （４） ［略］
（５）法第７条第４項に規定する土地改良事業である場合にお （５）法第７条第４項に規定する土地改良事業である場合にお

いて、次に掲げる要件に該当すること。 いて、次に掲げる要件に該当すること。
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改 正 後 現 行

ア 当該土地改良事業の施行に係る地域が都市計画法（昭 ア 当該土地改良事業の施行に係る地域が都市計画法（昭
和43年法律第100号）第７条第１項の市街化区域と定めら 和43年法律第100号）第７条第１項の市街化区域と定めら
れた区域（同法第23条第１項の規定による協議を要する れた区域で同法第23条第１項の規定による協議が調った
場合にあっては、当該協議が整ったものに限る。）に含 ものに含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業
まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地 が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他
又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地 当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域
改良事業を施行することがその施行に係る地域内におけ 内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特
る農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要で に必要である場合として農林水産大臣が国土交通省と協
ある場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して 議して定める場合であるときは、この限りでない。
定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
イ 当該土地改良事業の計画のうち法第７条第４項の非 イ 当該土地改良事業の計画のうち法第７条第４項の非農
農用地区域（その面積が農林水産大臣が定める面積に満 用地区域（その面積が農林水産大臣が定める面積に満た
たないものを除く。）における工事に関する事項に係る ないものを除く。）における工事に関する事項に係る部
部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合してい 分が、農林水産大臣が定める技術的水準に適合している
ること。 こと。

ウ ［略］ ウ ［略］
（６） ［略］ （６） ［略］
（７）森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合に （７）森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合に

おいて、国民経済の発展の見地から施行を相当とする土地 おいて、国民経済の発展の見地から施行を相当とする土地
改良事業であること。 改良事業であること。

法に基づく事業の経済的評価は、これらの要件のうち 法に基づく事業の経済的評価は、これらの要件のうち
（３）及び（４）の２つの要件を満たしているかどうかに （３）及び（４）の２つの要件を満たしているかどうかに
ついて行うこととしている。 ついて行うこととしている。
ア 費用対効果分析（経済性の側面からの評価） ア 費用対効果分析（経済性の側面からの評価）

事業実施の基本的要件に、「全ての効用が全ての費用 事業実施の基本的要件に、「すべての効用がすべての
を償うこと。」が定められていることから、直接効果の 費用を償うこと。」が定められていることから、直接効
みならず、事業の公益的な効果を含めた定量化可能な全 果のみならず、事業の公益的な効果を含めた定量化可能
ての効果と土地改良施設の新設及び更新に必要な国・地 なすべての効果と土地改良施設の新設及び更新に必要な
方公共団体の補助金等を含めた全ての費用を対比し、費 国・地方公共団体の補助金等を含めたすべての費用を対
用対効果分析を行い事業の効率性を検証することとして 比し、費用対効果分析を行い事業の効率性を検証するこ
いる。 ととしている。

イ ［略］ イ ［略］
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改 正 後 現 行

第２節 費用対効果分析に関する情勢の変化 第２節 費用対効果分析に関する情勢の変化
１・２ ［略］ １・２ ［略］
３ 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の制定と他省庁 ３ 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の制定と他省庁

の動き の動き
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「政策評 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下「政策評

価法」という。）は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推 価法」という。）は、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推
進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評 進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評
価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推 価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推
進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に 進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に
説明する責務が全うされるようにすることを目的として平成 説明する責務が全うされるようにすることを目的として平成
13年６月に公布、平成14年４月に施行された。これにより全て 13年６月に公布、平成14年４月に施行された。これによりすべ
の公共事業で事前評価として費用対効果分析が実施されること ての公共事業で事前評価として費用対効果分析が実施されるこ
となった。なお、農林水産省所管の国営等土地改良事業地区で ととなった。なお、農林水産省所管の国営等土地改良事業地区
は、事前評価に加え再評価及び事後評価においても費用対効果 では、事前評価に加え再評価及び事後評価においても費用対効
分析を行っており、事業によって発生している効果について定 果分析を行っており、事業によって発生している効果について
量化に向けた新たな算定手法の検討等を幅広い視点から試行錯 定量化に向けた新たな算定手法の検討等を幅広い視点から試行
誤しながら進めることとしている。また、公共事業の費用対効 錯誤しながら進めることとしている。また、公共事業の費用対
果分析に当たっては「第６回 公共事業の実施に関する連絡会 効果分析に当たっては「第６回 公共事業の実施に関する連絡
議（平成11年３月30日開催）」（以下「連絡会議」という。） 会議（平成11年３月30日開催）」（以下「連絡会議」とい
において、「費用対効果分析の共通的な運用方針（試行案）」 う。）において、「費用対効果分析の共通的な運用方針（試行
（以下「共通的な運用方針」という。）が示され、この共通的 案）」（以下「共通的な運用方針」という。）が示され、この
な運用方針に則して、費用対効果分析が取り組まれるよう求め 共通的な運用方針に則して、費用対効果分析が取り組まれるよ
られている。 う求められている。

４ ［略］ ４ ［略］
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改 正 後 現 行

第３節 土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの位置付け 第３節 土地改良事業の費用対効果分析マニュアルの位置付け
１ 位置付け １ 位置付け

本マニュアルは、「土地改良事業の費用対効果分析に関する 本マニュアルは、「土地改良事業の費用対効果分析に関する
基本指針」（平成19年３月28日付け18農振第1596号農村振興局 基本指針」（平成１９年３月２８日付け１８農振第１５９６号
長通知、以下「基本指針」という。）に基づき策定したもので 農村振興局長通知、以下「基本指針」という。）に基づき策定
あり、土地改良事業の実施に当たって当該事業が基本的要件の したものであり、土地改良事業の実施に当たって当該事業が基
うち経済評価に係るものを満たしているか否かを判断するため 本的要件のうち経済評価に係るものを満たしているか否かを判
に用いるものとする。 断するために用いるものとする。

なお、記述している算定手法については、現時点の農業情勢 なお、記述している算定手法については、現時点の農業情勢
や事業内容を踏まえ定量化が可能な効果について示しているも や事業内容を踏まえ定量化が可能な効果について示しているも
のであり、土地改良事業の経済効果の測定については、できる のであり、土地改良事業の経済効果の測定については、できる
限り定量化することを目的として常に試行錯誤しながら、的確 限り定量化することを目的として常に試行錯誤しながら、的確
かつ厳格な事業評価につながるよう、算定手法の改善に適宜取 かつ厳格な事業評価につながるよう、算定手法の改善に適宜取
り組む必要がある。 り組む必要がある。

２ マニュアルの策定について ２ マニュアルの策定について
（１） ［略］ （１） ［略］
（２）効果体系の変更 （２）効果体系の変更

基本法の４つの理念に則した体系に整理し、事業の政策 基本法の４つの理念に則した体系に整理し、事業の政策
効果を適切に評価する観点から、新たな効果体系に整理す 効果を適切に評価する観点から、新たな効果体系に整理す
ることとした。（表－１） ることとした。（表－１）
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改 正 後 現 行

（３） ［略］ （３） ［略］

　※は参考値

※食料の安定供給に関する効果

食料の安定供給の確保
に関する効果

新たな効果体系（表－１）

地域用水効果

一般交通等経費節減効果

作物生産効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果

事業効果

都市・農村交流促進効果

農業の持続的発展
に関する効果

農村の振興
に関する効果

※地域経済への波及効果

多面的機能の発展
に関する効果

地籍確定効果

国土造成効果

非農用地等創設効果

災害防止効果(公共資産)

水源かん養効果

景観・環境保全効果

耕作放棄防止効果

災害防止効果(農業)

農業労働環境改善効果

災害防止効果(一般資産)

　※は参考値

多面的機能の発展
に関する効果

災害防止効果(公共資産)

水源かん養効果

景観・環境保全効果

都市・農村交流促進効果

農業の持続的発展
に関する効果

耕作放棄防止効果

災害防止効果(農業関係資産)

農業労働環境改善効果

事業効果

農村の振興
に関する効果

災害防止効果(一般資産)

地域用水効果

一般交通等経費節減効果

地籍確定効果

国土造成効果

非農用地等創設効果

地域経済への波及効果　※

新たな効果体系（表－１）

食料の安定供給の確保
に関する効果

食料の安定供給に関する効果　※

作物生産効果

品質向上効果

営農経費節減効果

維持管理費節減効果

営農に係る走行経費節減効果
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改 正 後 現 行

第４節 効果の捉え方 第４節 効果の捉え方
土地改良事業は、農業生産の面や国土資源の効率的利用の面で様 土地改良事業は、農業生産の面や国土資源の効率的利用の面で様

々な効果の発現が期待できるが、このような効果の全てを測定する 々な効果の発現が期待できるが、このような効果のすべてを測定す
ことは技術的に困難である。しかし、国民への説明責任を果たすた ることは技術的に困難である。しかし、国民への説明責任を果たす
めにも、事業によってもたらされる多面的な効果をできるだけ定量 ためにも、事業によってもたらされる多面的な効果をできるだけ定
化し的確に捉える必要があり、そのための基本的な考え方を示すこ 量化し的確に捉える必要があり、そのための基本的な考え方を示す
ととする。 こととする。

１～４ ［略］ １～４ ［略］

第５節 ［略］ 第５節 ［略］

第６節 費用対効果分析の実際 第６節 費用対効果分析の実際
１～３ ［略］ １～３ ［略］
４ 効果（便益）の測定方法と評価基準 ４ 効果（便益）の測定方法と評価基準

（１）総費用総便益比（経済性の側面からの評価） （１）総費用総便益比（経済性の側面からの評価）
一般的にある事業計画において、総費用（評価期間に要 一般的にある事業計画において、総費用（評価期間に要

する全ての費用）とそれから生ずる総便益（評価期間に生 するすべての費用）とそれから生ずる総便益（評価期間に
ずる全ての効果額〔純益額〕）を比較し、「総費用総便益 生ずるすべての効果額〔純益額〕）を比較し、「総費用総
比」が1.0以上であれば、事業計画は妥当性を有し、更にそ 便益比」が1.0以上であれば、事業計画は妥当性を有し、更
の大きさは同事業種内において、経済的優位性を示すもの にその大きさは同事業種内において、経済的優位性を示す
である。 ものである。

（２） ［略］ （２） ［略］
５ 効果（便益）測定の基本 ５ 効果（便益）測定の基本

事業計画の経済的妥当性の評価には、次の視点に立った検討 事業計画の経済的妥当性の評価には、次の視点に立った検討
が必要である。 が必要である。
（１）・（２） ［略］ （１）・（２） ［略］
（３） 効果と費用は可能な限り全てが把握されているか等につ （３）効果と費用は可能な限りすべてが把握されているか等に

いて、事業計画の内容を検討すること。更に効果測定過程 ついて、事業計画の内容を検討すること。更に効果測定過
の検討事項として、次の点について十分な検討を行う必要 程の検討事項として、次の点について十分な検討を行う必
がある。 要がある。
ア 事業費及び効果測定に用いる単価が全て同一時点の価 ア 事業費及び効果測定に用いる単価がすべて同一時点の

格として評価されていること。 価格として評価されていること。
イ～オ ［略］ イ～オ ［略］
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改 正 後 現 行

第２章 費用対効果分析の具体的な算定方法 第２章 費用対効果分析の具体的な算定方法
第１節 基本的な考え方 第１節 基本的な考え方

【主要工種別効果項目一覧表】 ［略］ 【主要工種別効果項目一覧表】 ［略］
【総費用総便益比及び増加所得償還率の効果算定項目】 【総費用総便益比及び増加所得償還率の効果算定項目】

分析項目

効果項目

作物生産効果 ○ ○

品質向上効果 ○ ○

営農経費節減効果 ○ ○

維持管理費節減効果 ○ ○※

営農に係る走行経費節減効果 ○ ○

耕作放棄防止効果 ○ －

災害防止効果(農業関係資産) ○ ○※

農業労働環境改善効果 ○ －

災害防止効果(一般資産) ○ －

地域用水効果 ○ －

一般交通等経費節減効果 ○ －

地籍確定効果 ○ －

国土造成効果 ○ －

非農用地等創設効果 ○ －

災害防止効果(公共資産) ○ －

水源かん養効果 ○ －

景観・環境保全効果 ○ －

都市・農村交流促進効果 ○ －

注）　※　受益者に係る効果額を対象とする。

多面的機能の発展
に関する効果

総費用
総便益比

増加所得
償還率

食料の安定供給の
確保に関する効果

農業の持続的発展
に関する効果

農村の振興
に関する効果

分析項目

効果項目

作物生産効果 ○ ○

品質向上効果 ○ ○

営農経費節減効果 ○ ○

維持管理費節減効果 ○ ○※１

営農に係る走行経費節減効果 ○ ○

耕作放棄防止効果 ○ －

災害防止効果(農業関係資産) ○ ○※１

農業労働環境改善効果 ○ －

災害防止効果(一般資産) ○ －

地域用水効果 ○ ○※２

一般交通等経費節減効果 ○ －

地籍確定効果 ○ －

国土造成効果 ○ －

非農用地等創設効果 ○ －

災害防止効果(公共資産) ○ －

水源かん養効果 ○ －

景観・環境保全効果 ○ －

都市・農村交流促進効果 ○ －

注）　※１　受益者に係る効果額を対象とする。

　　　※２　営農用水に係る効果額を対象とする。

多面的機能の発展
に関する効果

農村の振興
に関する効果

農業の持続的発展
に関する効果

食料の安定供給の
確保に関する効果

増加所得
償還率

総費用
総便益比
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第２節 総費用総便益比及び所得償還率 第２節 総費用総便益比及び所得償還率
１ 考え方 １ 考え方

総費用総便益比は、土地改良事業の経済性評価を行うもの 総費用総便益比は、土地改良事業の経済性評価を行うもの
で、一定地域の範囲において評価期間（当該事業の工事期間＋ で、一定地域の範囲において評価期間（当該事業の工事期間＋
40年）の下で必要な投下費用（総費用）とそれによって発現す 40年）の下で必要な投下費用（総費用）とそれによって発現す
る総便益を対比することで測定を行う。この総費用総便益比が る総便益を対比することで測定を行う。この総費用総便益比が
1.0以上であれば土地改良法施行令第２条第３号において「全て 1.0以上であれば土地改良法施行令第２条第３号において「すべ
の効用が全ての費用を償うこと」とされている要件を満足する ての効用がすべての費用を償うこと」とされている要件を満足
ものとする。 するものとする。

また、所得償還率は、事業費の一部について農家負担を伴う また、所得償還率は、事業費の一部について農家負担を伴う
ことから、農家経済的立場から経済性評価を行うもので、農家 ことから、農家経済的立場から経済性評価を行うもので、農家
負担年償還額を現況年総農業所得額で除して総所得償還率を求 負担年償還額を現況年総農業所得額で除して総所得償還率を求
める。ただし、土地改良施設の新設事業及び更新事業のうち施 める。ただし、土地改良施設の新設事業及び更新事業のうち施
設の機能を向上させる部分については、新設事業及び更新事業 設の機能を向上させる部分については、新設事業及び更新事業
のうち施設の機能を向上させる部分に係る年償還額を年総増加 のうち施設の機能を向上させる部分に係る年償還額を年総増加
農業所得額で除して増加所得償還率を求め、農家負担金につい 農業所得額で除して増加所得償還率を求め、農家負担金につい
て償還の可能性の分析に代えることができるものとする。 て償還の可能性の分析に代えることができるものとする。

この総所得償還率が0.2以下、増加所得償還率が0.4以下であ この総所得償還率が0.2以下、増加所得償還率が0.4以下であ
れば政令第２条第４号において「受益者の負担金が農業経営の状 れば政令第２条第４号において「受益者の負担金が農業経営の状
況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えないこと。」 況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えないこと。」
とされている要件を満足するものとする。 とされている要件を満足するものとする。

総便益 総便益
総費用総便益比 ＝ ≧ 1.0 総費用総便益比 ＝ ≧ 1.0

総費用 総費用

当該事業及び関連事業に係る年償還額 当該事業及び関連事業に係る年償還額
総所得償還率 ＝ ≦ 0.2 総所得償還率 ＝ ≦ 0.2

現況年総農業所得額 現況年総農業所得額

新設事業及び更新事業のうち施設の 新設事業及び更新事業のうち施設の
機能を向上させる部分に係る年償還額 機能を向上させる部分に係る年償還額

増加所得償還率 ＝ ≦ 0.4 増加所得償還率 ＝ ≦ 0.4
年総増加農業所得額 年総増加農業所得額
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なお、総費用総便益比の算定に当たっては、原則として、各
年度の費用及び効果（便益）を、社会的割引率を用いて個別に
現在価値化したものを合計する方法により算定することとす
る。ただし、既存の土地改良施設の機能維持を目的とする当該
施設の更新の事業等で、以下の要件を全て満たすものは、総費
用及び総便益を当該事業の工事期間、再整備時期等に応じた換
算係数を用いて現在価値化する方法により算定することができ
るものとする。
① 当該事業に関連事業の位置付けがないこと
② 当該事業完了の翌年度から更新分に係る効果並びに新設及

び機能向上分に係る効果が全て発現すること
③ 当該事業の工事期間が10年を超えないこと

また、ため池等の農業用用排水施設の耐震化を目的とする当
該施設の更新の事業で、以下の要件を全て満たすものは、その
耐震化を行う施設のみを対象として総費用総便益比の算定をす
ることができるものとする。
① 農業者の申請によらず、国又は地方公共団体が、農業者の

費用負担や同意を求めずに事業を実施すること
② 当該事業の事業目的が耐震化による防災減災のみであるこ

と
③ 耐震化を行う施設とその他の施設を区分して総費用総便益

比の算定ができること

【総費用総便益比及び償還率算定のフローチャート】 ［略］ 【総費用総便益比及び償還率算定のフローチャート】 ［略］
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２ 具体的な算定方法 ２ 具体的な算定方法
（１）総費用総便益比及び所得償還率の総括 （１）総費用総便益比及び所得償還率の総括

（第１表） ［略］ （第１表） ［略］
〔記入方法等〕 〔記入方法等〕

項 目 記 入 方 法 項 目 記 入 方 法

総費用（現 第２表から転記する。 総費用（現 第２表から転記する。
在価値化） なお、総費用は、一定地域において評価期間（当 在価値化） なお、総費用は、一定地域において評価期間（当

該事業の工事期間＋40年）に必要な費用を全て見込 該事業の工事期間＋40年）に必要な費用をすべて見
むこと。 込むこと。

年償還額 ［略］ 年償還額 ［略］～ ～ ～ ～

現在価値化 ［略］ 現在価値化 ［略］
に必要な割 に必要な割
引率（社会 引率（社会
的割引率） 的割引率）
総便益（現 第５－１表又は第５－２表から転記する。 総便益（現 第５表から転記する。
在価値化） 在価値化）

総費用総便 総費用総便
益比 益比
総所得償還 総所得償還
率 本表（第１表）の算定式に基づき算定する。 率 本表（第１表）の算定に基づき算出する。

増加所得償 増加所得償
還率 還率

総費用総便益比方式のイメージ図 総費用総便益比方式のイメージ図
（模式図） ［略］ （模式図） ［略］
（算定式） （算定式）

総費用総便益比 ［略］ 総費用総便益比 ［略］
総便益額 ［略］ 総便益額 ［略］
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Ｃｔ Ｃｔ

総 費 用 ＝ Σ ＋ 総 費 用 ＝ Σ ＋
（１＋割引率）ｔ （１＋割引率）ｔ

（α） （β） （α） （β）
事業着工時点での全て

－
評価期間終了時点での全て 事業着工時点でのすべて

－
評価期間終了時点でのすべて

の関連施設の資産価額※ の関連施設の資産価額※ の関連施設の資産価額※ の関連施設の資産価額※

Ｂｔ ［略］ Ｂｔ ［略］
ｔ ［略］ ｔ ［略］
Ｃｔ ［略］ Ｃｔ ［略］
※ ［略］ ※ ［略］

（２）総費用の総括 （２）総費用の総括
（第２表） ［略］ （第２表） ［略］

〔記入方法等〕 〔記入方法等〕
第２表の記入に当たっては、第３節の３の第４表から転記 第２表の記入に当たっては、第３節の第９表または第17表か

すること。 ら転記すること。
なお、換算係数を用いて算定する場合にあっては、第３節

の５の（３）の第３表から転記すること。

（３）・（４） ［略］ （３）・（４） ［略］

（５）総便益額の算定 （５）総便益額算出表
総便益額の算定に当たって、各年度の便益を社会的割引

率を用いて個別に現在価値化する場合には、アの第５－
１表を用いることとし、換算係数を用いて総便益額を現在
価値化する場合には、イの第５－２表を用いることとす
る。
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ア 社会的割引率を用いた総便益額算定表
（第５－１表） ［略］ （第５表） ［略］

〔記入方法等〕 〔記入方法等〕
現在価値化する上での留意事項 現在価値化する上での留意事項
①～③ ［略］ ①～③ ［略］
④ 更新分に係る効果（事業なかりせば効果）については、 ④ 更新分に係る効果（事業なかりせば効果）については、

年効果額が事業着工年度から全て発現する。 年効果額が事業着工時点からすべて発現する。
⑤ ［略］ ⑤ ［略］
⑥ 事業期間中の新設又は機能向上に係る効果(事業ありせば ⑥ 事業期間中の新設又は機能向上に係る効果(事業ありせば

効果)の効果発生割合は、基本的に当該事業及び関連事業の 効果)の効果発生割合は、基本的に当該事業及び関連事業の
年度別施行計画等を基に、年度別効果発生面積割合を効果 年度別施行計画等を基に、年度別効果発生面積割合を効果
項目ごとに整理し、算定する。 項目ごとに整理し、算出する。

⑦・⑧ ［略］ ⑦・⑧ ［略］

【工事期間中における効果発生割合のイメージ】 ［略］ 【工事期間中における効果発生割合のイメージ】 ［略］
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イ 換算係数を用いた総便益額算定表
（第５－２表） （新 設）

事業工期 10 年 （評価期間： 50 年） （単位：千円）

① ②
③

=①＊②
④ ⑤

⑥
=④＊⑤

⑦
=①+④

⑧
⑨

=⑦＊⑧
⑩

=③+⑥+⑨

作物生産効果 0 3.3883 0 395,127 8.1109 3,204,836 395,127 13.3715 5,283,441 8,488,277

営農経費節減効果 0 3.3883 0 △ 105,486 8.1109 △ 855,586 △ 105,486 13.3715 △ 1,410,506 △ 2,266,092

維持管理費節減効果 2,500 3.3883 8,471 △ 15,021 8.1109 △ 121,834 △ 12,521 13.3715 △ 167,425 △ 280,788

国産農産物安定供給効果 0 3.3883 0 52,191 8.1109 423,316 52,191 13.3715 697,872 1,121,188

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

3.3883 0 8.1109 0 0 13.3715 0 0

合　　計 8,471 2,650,732 4,403,382 7,062,585

効果項目

新設及び機能向上分に係る効果 更新分に係る効果

事業工期中に発現する効果 一定期間(40年)中に発現する効果

年効果額
便益

換算係数
現在価値化

効果額
年効果額

便益
換算係数

総便益額
新設及び機能向上分並びに更新分に係る効果

現在価値化
効果額

年効果額
便益

換算係数
現在価値化

効果額
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〔記入方法等〕

項 目 記 入 方 法 等

事業工期 当該事業の工事期間を記入する。
評価期間 工事期間＋一定期間（40年）の年数を記

入する。
効果項目 年効果額を算定した効果項目名を記入す

る。
事業工期中に発現
する効果

新設及び機能向
上分に係る効果

年 効 果 額 効果項目ごとに新設及び機能向上分に係
（①） る効果の年効果額を記入する。
便益換算係数 「（参考）便益の現在価値化に用いる換
（②） 算係数の算式」の①の算式により、「新設

及び機能向上分に係る効果の係数」を算定
して記入する。

現在価値化効 効果項目ごとに年効果額（①）に便益換
果額（③） 算係数（②）を乗じて、工事期間中の総便

益を算定して記入する。
更新分に係る効
果

年 効 果 額 効果項目ごとに更新分に係る効果の年効
（④） 果額を記入する。
便益換算係数 「（参考）便益の現在価値化に用いる換
（⑤） 算係数の算式」の②の算式により、「更新

分に係る効果の係数」を算定して記入す
る。

現在価値化効 効果項目ごとに年効果額（④）に便益換
果額（⑥） 算係数（⑤）を乗じて、工事期間中の総便

益を算定して記入する。
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項 目 記 入 方 法 等

一定期間（40年）
中に発現する効果

新設及び機能向
上分並びに更新
分に係る効果

年 効 果 額 効果項目ごとに新設及び機能向上分に係
（⑦） る効果並びに更新分に係る効果の年効果額

の合計額を記入する。
便益換算係数 「（参考）便益の現在価値化に用いる換
（⑧） 算係数の算式」の③の算式により、「一定

期間中における全ての効果に係る係数」を
算定して記入する。

現在価値化効 効果項目ごとに年効果額（⑦）に便益換
果額（⑨） 算係数（⑧）を乗じて、一定期間中の総便

益を算定して記入する。
総便益額（⑩） 効果項目ごとに工事期間中の新設及び機

能向上分に係る効果、更新分に係る効果及
び一定期間中に発現する効果の「現在価値
化効果額」の合計を記入する。
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現在価値化する上での留意事項
１）各効果項目の年効果額の算定方法、評価期間の設定等に

ついては、各年度の便益を社会的割引率を用いて個別に現
在価値化する方法と同様の方法によるものとし、評価期間
中に発現する便益の現在価値化については、以下の効果区
分に応じた換算係数を用いて現在価値化を行い総便益額を
算定する。
① 当該事業の工事期間中に発現する新設及び機能向上分

に係る効果
当該事業の工事期間中の新設及び機能向上分に係る便

益換算係数は、当該事業の工事期間中に発現する新設及
び機能向上分に係る効果が、事業着工の翌年度から一定
の増加割合（同率）で発現するものとして、年度ごとに
現在価値化した年効果額の合計と年効果額との比率（倍
数）を係数化したものとする。

そして、新設及び機能向上分に係る年効果額に当該便
益換算係数を乗じて得た額を、当該事業の工事期間中の
新設及び機能向上分に係る便益とする。

※ 工事期間中の新設及び機能向上分に係る便益（現在価値化
後）＝新設及び機能向上分に係る年効果額☓工事期間中の
新設及び機能向上分に係る便益換算係数
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② 当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果及
び一定期間中に発現する全ての効果（新設及び機能向上
分並びに更新分に係る効果）

当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果に
ついては事業着工年度から完了年度までの間に、一定期
間中に発現する全ての効果については事業完了の翌年度
から評価終了年度までの間に、それぞれの効果が全て発
現することから、
(ｱ) 当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る便益
換算係数は、当該事業の工事期間中に発現する現在価値
化後の年効果額の合計と年効果額との比率（倍数）を係
数化したものとし、
(ｲ) 一定期間中に発現する全ての効果（新設及び機能向
上分並びに更新分に係る効果）に係る便益換算係数は、
一定期間中に発現する現在価値化後の年効果額の合計と
年効果額との比率（倍数）を係数化したものとする。

そして、更新分に係る年効果額及び一定期間中に発現
する全ての効果額に、それぞれ上記(ｱ)又は(ｲ)の便益換
算係数を乗じて得た額を、当該事業の工事期間中の更新
分に係る便益及び一定期間中の全ての便益とする。

※ 工事期間中の更新分に係る便益（現在価値化後）＝更新分
に係る年効果額☓工事期間中の更新分に係る便益換算係数

一定期間中の全て（新設及び機能向上分並びに更新分）
の便益（現在価値化後）＝一定期間中に発現する全ての年
効果額☓一定期間中の便益換算係数
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２）現在価値化する上での留意事項は、上記ア（⑤、⑥、⑦
及び⑧を除く。）と同様とする。

３）新設及び機能向上分に係る効果（事業ありせば効果）の
当該事業の工事期間中の効果発生割合については、当該事
業着工の翌年度から、工事期間に応じた一定の割合（同
率）で発現するものとして換算係数を算定し、当該事業完
了の翌年度から評価期間終了年度までの効果発生割合は、
更新分に係る効果と同様に全て発現することとして換算係
数を算定する。

ただし、新設及び機能向上分に係る効果が見込まれる場
合であっても、工事期間中に効果が発現しない場合は、工
事期間中の現在価値化効果額は「０」とする。

４）更新分に係る効果（事業なかりせば効果）の発生割合
は、年効果額が事業着工年度から全て発現することとして
換算係数を算定する。



- 19 -

改 正 後 現 行

（６） ［略］ （６） ［略］

（参考）便益の現在価値化に用いる換算係数の算式

　①　当該事業の工事期間中に発現する新設及び機能向上分に係る効果

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　②　当該事業の工事期間中に発現する更新分に係る効果

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　③　一定期間中に発現する全ての効果（新設及び機能向上分並びに更新分）

※　ｎは、工事期間

年効果額 年効果額

年効果額

新設及び機能向上分並びに更新分に係る年効果額

＋
(1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋

(n+3)

(n+40)
年効果額

(1+0.0400)

(1+0.0400)

) ／

年効果額

換算係数 ＝

＝ （ ＋

… ＋
年効果額

(1+0.0400)
) ／

(n+1) (n+2)

年効果額

一定期間中における現在価値化後の新設及び機能向上分並びに更新分に係る効果額の合計

年効果額

(1+0.0400)
＋

年効果額

(1+0.0400)
＝ （

年効果額

(1+0.0400)
＋

換算係数 ＝
工事期間中における現在価値化後の更新分に係る効果額の合計

更新分に係る年効果額

(1+0.0400)
… ＋ ) ／ 年効果額

年効果額×効果発生割合((n-1)/n)

工事期間中における現在価値化後の新設及び機能向上分に係る効果額の合計

新設及び機能向上分に係る年効果額
＝換算係数

＝ （
年効果額×効果発生割合(0/n)

(1+0.0400)
＋

年効果額×効果発生割合(1/n)

(1+0.0400)
＋

年効果額×効果発生割合(2/n)

(1+0.0400)
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第３節 総費用の考え方 第３節 総費用の考え方
１ 総費用算定の考え方 １ 総費用算定の考え方

（１）・（２） ［略］ （１）・（２） ［略］
（３）対象となる施設等 （３）対象となる施設等

総費用の算定の対象となる施設等は、法に基づき整備さ 総費用の算定の対象となる施設等は、法に基づき整備さ
れる農用地及び土地改良施設並びに既に整備され受益地域 れる農用地及び土地改良施設、既に整備され受益地域内で
内で一体的に効果を発揮している土地改良施設及びその他 一体的に効果を発揮している土地改良施設並びにその他こ
これと密接に関連し土地改良事業として費用の負担を伴う れと密接に関連し土地改良事業として費用の負担を伴う施
施設とし、その対象範囲は、原則として、農振法第６条第 設とし、その対象範囲は、原則として、農振法第６条第
１項により指定された農業振興地域のうち、同法第８条第 １項により指定された農業振興地域のうち、同法第８条第
２項第１号に規定する農用地区域内の農用地を受益とする ２項第１号に規定する農用地区域内の農用地を受益とする
ものとする。ただし、防災整備等の農業の生産性の向上を ものとする。ただし、防災整備等の農業の生産性の向上を
主な目的としない事業については、農業振興地域内の農用 主な目的としない事業については、農業振興地域内の農用
地を受益とするものとする。 地を受益とするものとする。

なお、各施設等の具体的な考え方については、以下のと なお、各施設等の具体的な考え方については、以下のと
おりとする。 おりとする。
ア 農業用用排水施設の整備（新設整備、再建設整備、更 ア 農業用用排水施設の整備（新設整備、再建設整備、更

新整備、防災整備）については、当該事業及び関連事業 新整備、防災整備）については、当該事業及び関連事業
により整備される施設及びこれと一体的に当該事業及び により整備される施設及びこれと一体的に当該事業及び
その受益地域に対して効用を発揮させる全ての農業用用 その受益地域に対して効用を発揮させるすべての農業用
排水施設（用水路の整備におけるダムや頭首工、排水路 用排水施設（用水路の整備におけるダムや頭首工、排水
の整備における排水機場や排水樋門など当該事業により 路の整備における排水機場や排水樋門など当該事業によ
整備される施設の上位施設を含む。） り整備される施設の上位施設を含む。）

イ 面的整備（基本的には、新設整備。ただし、地方公共 イ 面的整備（基本的には、新設整備。ただし、地方公共
団体や土地改良区等が管理する施設を含む場合は、更新 団体や土地改良区等が管理する施設を含む場合は、更新
整備も含む。）については、当該事業の受益地域におけ 整備も含む。）については、当該事業の受益地域におけ
る区画整理等の面的整備とこれと一体的に整備される土 る区画整理等の面的整備とこれと一体的に整備される土
地改良施設（関連事業によって整備される施設を含 地改良施設（関連事業によって整備される施設を含
む。）。 む。）。

ウ 農道整備（新設整備及び更新整備）については、当該 ウ 農道整備（新設整備及び更新整備）については、当該
事業及びその関連事業における全ての区間 事業及びその関連事業におけるすべての区間

（４） ［略］ （４） ［略］
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（５）評価期間における再整備に関する留意事項 （５）評価期間における再整備に関する留意事項
評価期間における施設の再整備に要する事業費（以下 評価期間における施設の再整備に要する事業費（以下

「再整備費」という。）については、標準耐用年数及び施 「再整備費」という。）については、標準耐用年数及び施
設建設費（当初建設費又は施設を更新した場合の事業費 設建設費（当初建設費又は施設を更新した場合の事業費
等）を用いて必要な時期（年度）に適正な費用を計上する 等）を用いて必要な時期（年度）に適正な費用を計上する
こととする。 こととする。

ただし、予防保全対策等による施設の長寿命化も考慮し ただし、予防保全対策等による施設の長寿命化も考慮し
た関係する施設のライフサイクルコスト（建設、維持管理 た関係する施設のライフサイクルコスト（建設、維持管理
等にかかる全てのコスト）を検討し、都道府県、市町村、 等にかかるすべてのコスト）を検討し、都道府県、市町
土地改良区等の関係機関との十分な調整を図った上で、よ 村、土地改良区等の関係機関との十分な調整を図った上
り客観的かつ適正な再整備の時期及び再整備費を整理する で、より客観的かつ適正な再整備の時期及び再整備費を整
再整備計画を策定した場合、この計画に基づいて計上して 理する再整備計画を策定した場合、この計画に基づいて計
もよい。 上してもよい。

また、当該事業完了までに標準耐用年数を超過し、評価 また、当該事業完了までに標準耐用年数を超過し、評価
期間内に改修の予定が無い「当該事業の受益地域内で一体 期間内に改修の予定が無い「当該事業の受益地域内で一体
的に効用が発揮される施設」については、当該事業完了年 的に効用が発揮される施設」については、当該事業完了年
度に再整備費を計上することとする。 度に再整備費を計上することとする。

なお、これらの再整備費については、（４）のウの考え なお、これらの再整備費については、（４）のウの考え
方により、原則として、撤去費、仮設費等は考慮しないこ 方により、原則として、撤去費、仮設費等は考慮しないこ
ととする。 ととする。

（６）・（７） ［略］ （６）・（７） ［略］
（参考） （参考）

１ 新設整備の費用の算式 １ 新設整備の費用の算式
総費用＝当該事業費＋関連事業費＋再整備費－評価期間 総費用＝当該事業費＋関連事業費＋再整備費－評価期間

終了時点の関連する全ての施設の資産価額 終了時点の関連するすべての施設の資産価額
２ 更新整備の費用の算式 ２ 更新整備の費用の算式

総費用＝当該事業費＋関連事業費＋関連する全ての既存 総費用＝当該事業費＋関連事業費＋関連するすべての既
施設の資産価額（時価）＋再整備費－評価 期間終了時点 存施設の資産価額（時価）＋再整備費－評価 期間終了時
の関連する全ての施設の資産価額 点の関連するすべての施設の資産価額

３・４ ［略］ ３・４ ［略］
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２ 総費用の算定フロー ２ 総費用の算定フロー
（全部改正）

（１）対象施設の概要整理　　（第１表）

ア

イ

ウ

エ

（３）資産価額の整理及び現在価値化　（第３表）

ア

イ

（４）総費用の総括　（第４表）

　対象となるすべての既存施設について、事業着工時点における資産価額を定額
法を用いて算定し、基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

　当該事業、関連事業、再整備及び予防保全の評価期間終了時点における資産価
額を定額法を用いて算定し、基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

　第２表、第３表を基に当該事業費、関連事業費、再整備費、予防保全費及び事業
着工時点の資産価額（更新の場合）の合計額から、評価期間終了時点の資産価額を
減算して、総費用を整理

　当該事業費（新設、更新）及び関連事業費（新設、更新）を施設計画に基づき
施設別年度別に整理

　再整備費を標準耐用年数、予防保全費を予防保全対策等の検討結果から、施設
建設費を用いて整理

　ア～ウで整理した各費用（当該事業費、関連事業費、再整備費及び予防保全
費）を基準年度（評価年度）に割引率を用いて現在価値化

（２）施設建設費、当該事業費、関連事業費及び再整備費等の整理並びに現在価値化
　　（第２表）

　当該事業により整備される施設及びこれと一体的に当該事業の受益地において効
用を発揮させる全ての施設について、その名称、管理団体名、施設規模等の概要を
整理

　対象施設の施設建設費を事業計画書、事業成績書等に基づき対象となる施設ご
とに年度別事業費を整理し、基準年度（評価年度）に支出済費用換算係数を用い
て換算
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３ 具体的な算定方法 ３ 具体的な算
定方法

（全部改正）
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〔第１表の記入方法等〕

全般

区分

施設番号

施設名（ふりがな）

管理団体名 　施設を管理している又は管理を予定している団体の名称を記入する。

設置年度 　施設の工事完了年度又は工事完了の予定年度を記入する。

　なお、設置年度が不明な場合は「不明」と記入する。

供用開始年度 　施設の供用開始年度又は供用開始の予定年度を記入する。

　なお、供用開始年度が不明な場合は「不明」と記入する。

改修年度

施設の概要

構造・数量・機能

耐用年数 　「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」（平成19年３月28日付け18農振第1598号農林水産省農
村振興局企画部長通知）に定められた標準耐用年数等を記入する。

　施設の構造、数量、機能の内容を記入する。
　例えば、数量、機能は、ため池は有効貯水量及び利用回数、揚水機は揚水量、排水機は排水量、用排水路は通水能
力、頭首工は取水能力等を中心に記入する。

項　目 記　入　方　法　等

　施設毎に施設番号を記入する。

　○○頭首工、○○揚水機場など、施設の名称とふりがなを記入する。

　土地改良事業等として施設の改修、補強等が行われた年度（工事完了年度）を記入する。

　新設する施設、更新する施設及びこれと一体的に当該事業の受益地域において、効用を発揮させる全ての施設を整
理する。
　１行につき１施設を基本として、一連の施設番号をつけて施設名、管理団体名、供用開始年度等を整理する。

　総費用の対象となる各施設を｢国営造成施設｣、｢県営造成施設｣、｢その他造成施設｣に区分して記入する。
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整備区分及び内容 　当該事業及び関連事業による整備区分及び内容を整理する。

事業区分

整備区分

整備理由 　整備理由を簡潔に記入する。

事業主体 　当該事業及び関連事業の事業主体の区分として「国営」、「県営」等と記入する。

予防保全対策

（補足説明）

３）供用開始年度は施設の一部でも供用が開始された年度とし、供用開始年度が整理できない場合は工事完了年度の翌年度とする。

５）農業用用排水施設の整備の場合は、対象施設に係る用排水系統図を添付する。

　当該事業及び関連事業を含め、評価期間中に施設の長寿命化を図るための予防保全対策等を実施する場合は「○」
と記入する。

１）事業実施期間中に施設の一部の区間において供用開始が予定されている場合は、供用開始される区間ごとに施設を区分して整理
　する。

４）管理団体の範囲及びその団体の管理している施設及び管理を予定している施設の位置図（団体名、施設番号を付す。）を添付する。
　　なお、縮尺は任意とし、凡例は当該事業の事業計画書添付図面に用いた凡例を準用すること。

２）過去に当初建設時の施設を撤去して更新整備を実施している場合又は、施設機能の向上をもたらす改良的な整備が実施されている
　場合には、当初建設時とは別の施設名（記入例：○○用水路－２）により費用を整理する。
　　また、過去に実施された更新整備又は施設機能の向上をもたらす整備が当該施設の一部を対象としたものである場合にも、その
　整備の対象となった一部施設又は区間にかかる費用を同様に別の施設名により整理する。

　当該事業は「当該」と、関連事業は「関連」と記入する。

　整備する施設は、「新設」、「再建設」、「更新」等の整備内容を記入する。
　また、一部のみの場合は、「一部更新」等と記入する。
　なお、更新整備により既存施設を撤去する場合は、既存施設を「撤去」、更新後の施設を「更新」と記入する。

項　目 記　入　方　法　等
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〔第２表の記入方法等〕

全般 　第１表を基に各施設の費用を以下の区分で整理し、現在価値化を行う。

・施設建設費

　　当初の施設を建設した事業に係る費用を計上する。

・施設整備費

　　施設建設後かつ当該事業実施前に施設の改修、補強等に着手した事業に係る費用を計上する。

・当該事業費

　　当該事業に係る費用を計上する。

・関連事業費

　　関連事業に係る費用を計上する。

・再整備費

　　当該事業完了年度以降で、評価期間中の改修、補強等に係る費用を計上する。

施設番号、施設名 　第１表を基に、施設番号及び施設名を記入する。

費用区分

予防保全

決算額

　なお、事業費の年度別の各費用から消費税相当額を除いた額とする。

　工事費のうち償却施設に係る費用を記入する。

用地費

その他

項　目 記　入　方　法　等

　「施設建設」、「施設整備」、「当該事業」、「関連事業」、「再整備」と記入する。
　なお、費用区分毎に異なる色を用いて、該当する費用区分及び予防保全欄を着色する。

　費用区分（施設整備、当該事業、関連事業、再整備）のうち、予防保全対策等を実施するものは「○」と記入す

　施設用地の取得等に係る費用を記入する。
　なお、用地費には補償費及び補償工事費を含めないものとする。

工事費（償却施設費）

　費用区分毎に施設の各費用（工事費（償却施設費）、用地費、その他）に配分した積算額又は決算額を記入する。

　　評価期間中における再整備費は、予防保全対策等の実施による施設の長寿命化を考慮して、予防保全計画等で
　想定されている再整備を実施する年度に費用を計上する。
　　予防保全対策等の実施を考慮しない場合は、標準耐用年数に基づき再整備を実施する年度に費用を計上する。

　区画整理の整地工、仮設費（工事用道路、仮回し水路の整備等）、撤去費（旧施設の撤去等）、補償費及び補償工
事等の費用を記入する。
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換算額 　決算額に支出済費用換算係数を乗じて、基準年度（評価年度）に換算した額を記入する。

計

決算額、換算額 　決算額、換算額の計を記入する。

割引後

合計 　施設建設費、施設整備費、当該事業費、関連事業費及び再整備費の合計額を記入する。

（補足説明）

２）測量設計費、工事諸費等の経費は、施設別の各費用に配分する。

１）施設建設費が不明な場合は、現在の一般的な施工方法及び施工単価により再建設する場合の事業費を算定するか、又は構造、規模
　等が類似する施設の事業費等を参考にして計上する。

４）再整備では、原則として、仮設費等は考慮しない。
　　ただし、評価期間中に予防保全計画等で、現実的・具体的にその費用を整理している場合は計上する。

５）関連事業の再整備は、機能診断調査結果等を基に事業実施主体と調整して策定する。

３）費用のその他のうち、補償工事は、その対象となる公共施設の費用を更新整備と同様（補償の対象となる施設ごとの資産価額）に
　整理してもよい（補償施設は、一代限りのものであり再整備では考慮しない。） 。

　換算額を支出年度の割引率（（１＋0.0400）n）で除して、現在価値化した額を記入する（n：基準年度（評価年
度）を０とした経過年数）。

　なお、計画変更地区の場合は事業着工後に評価を行うため、支出年度の割引率（（１＋0.0400）n）を用いて基準年
度（評価年度）までの期間に要した費用（換算額）を割り増しして、現在価値化した額を記入する。

項　目 記　入　方　法　等
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〔第３表の記入方法等〕

全般

　減価償却の開始年度は、施設の供用開始年度とする。

　なお、第２表の費用の「その他」は、資産価額の整理には計上しないものとする。

施設番号、施設名 　第１表を基に施設番号及び施設名を記入する。

費用区分

全体

耐用年数

償却施設費

予防保全 　予防保全対策等を複数実施する場合は、「耐用年数」欄及び「予防保全費」欄を追加して記入する。

耐用年数

予防保全費

　第１、２表を基に各施設の償却施設費、予防保全費及び用地費の資産価額を整理し、現在価値化する。

　工事完了年度に、費用区分ごとに工事完了年度まで要した「工事費（償却施設費）」の合計額を記入する（第２表
において予防保全を「○」とした費用を除く。）。
　また、費用区分のうち「再整備」は、各施設の再整備を実施する年度に「工事費（償却施設費）」を記入する。
　各施設の耐用年数の期間にわたり均等に減価償却されるよう計算し、年度別に減価償却後の額（期末の資産価額）
を記入する。

　第２表において予防保全を「○」とした費用を対象として、工事完了年度に、費用区分ごとに工事完了年度まで要
した「工事費（償却施設費）」の合計額を記入する。
　また、費用区分のうち「再整備」は、各施設の再整備を実施する年度に「工事費（償却施設費）」を記入する。
　各施設の予防保全計画等で想定されている耐用年数の期間にわたり、均等に減価償却されるよう計算し、年度別に
減価償却後の額（期末の資産価額）を記入する。

　予防保全対策等の実施による施設の長寿命化を考慮して、予防保全計画等で想定されている耐用年数を記入する。
　各年度の耐用年数は、当該施設の工事完了年度に予防保全計画等で想定されている耐用年数を記入し、翌年度以降
１年ずつ減算した耐用年数を記入する。

項　目 記　入　方　法　等

　第２表を基に「施設建設」、「施設整備」、「当該事業」、「関連事業」、「再整備」と記入する。
　なお、費用区分毎に異なる色を用いて、該当する費用区分欄を着色する。

　第１表を基に各施設の耐用年数を記入する。

　各年度の耐用年数は、供用開始年度の前年度に当該施設の耐用年数を記入し、翌年度以降１年ずつ減算した耐用年
数を記入する。
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用地費

事業着工時点、評価期
間終了時点の資産価額
（割引後）

　各施設の当該事業の事業着工時点及び評価期間終了時点の２つの時点の「償却施設費」、「予防保全費」及び「用

地費」の換算額の合計を支出年度の割引率（（１＋0.0400）n）で除して現在価値化した額（資産価額）を記入する
（n：基準年度を０とした経過年数）。
　なお、事業着工時点の資産価額は、年度期首の価額であることから、事業着工前年度の各費用の換算額の合計を事
業着工年度の割引率（1.0400）で除して、現在価値化した額（資産価額）をもって整理する。

　計画変更地区の場合は、事業着工後に評価を行うため、支出年度の割引率（（１＋0.0400）n）を用いて基準年度
（評価年度）までの期間に要した費用（換算額）を割り増しして、現在価値化した額（資産価額）を記入する。

　費用区分ごとに各施設の工事完了年度まで要した「用地費」の合計額を記入するとともに、当該事業の事業着工年
度及び評価期間終了年度までに計上した費用区分ごとの「用地費」の合計額の合計を計上する。
　用地費は、非償却資産であることから減価償却しない。

項　目 記　入　方　法　等
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（４）総費用の総括 （第４表）
（単位：千円）

費用区分　 事業着工時点 当 該 事 業 費 関 連 事 業 費 評 価 期 間 評 価 期 間

に お け る 終 了 時 点 の

の資産価額 再 整 備 費 資 産 価 額 （①＋②＋③　

　区分・施設番号・施設名 ① ② ③ ④ ⑤ 　＋④－⑤）

国　営
造成施設

1 ○○ダム 3,483,075 0 0 1,700,737 359,797 4,824,015

・
・

国　営
造成施設

3 ○□頭首工 761,612 2,426,387 0 1,412,612 362,187 4,238,424

国　営
造成施設

4-1 ○○揚水機場－１ － 1,346,158 0 777,078 223,440 1,899,796

・
・

計 4,244,687 7,896,342 0 4,219,965 1,142,254 15,218,740

・
・

県　営
造成施設

13 ○□支線用水路 － 0 355,633 0 4,390 351,243

・
・

計 18,965 400,035 961,044 323,865 110,495 1,593,414

その他
造成施設

・
・

計 0 0 0 0 0 0

4,263,652 8,296,377 961,044 4,543,830 1,252,749 16,812,154合　　　　　計

総 費 用
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〔第４表の記入方法等〕

　第１表を基に、区分、施設番号及び施設名を記入する。

費用区分 　第２、３表を基に、各費用を記入する。

項　目 記　入　方　法　等

区分･施設番号･施設名
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４ 事例を用いた総費用算定の流れ
（１）新設整備の場合

ア 対象施設の概要の整理（第１表）
新設整備事業の施設計画を基に対象施設の概要を整理する。 （全部改正）

例：頭首工、幹線水路、支線水路、末端水路を新設する計画の場合、各施設の名称、管理団体名（予定）、設置
年度（予定）、施設概要等を整理し、また、施設の位置図を作成する。

イ 当該事業及び関連事業の事業費の整理及び算定（第２表）
当該事業及び関連事業の工種別事業計画を基に、年度別事業費を費用算定項目別（工事費（償却施設費）、用

地費、その他）に整理し、算定する。
例：当該事業及び関連事業について、かんがい排水事業計画を基に、事業費を費用算定項目別に施設造成主体

別、年度別、施設別（頭首工、幹線用水路等）等に整理し、現在価値化する。

①事業計画

：国営頭首工
（新設）

：国営用水路
（新設）

：県営用水路
（新設）

：団体営用水路
（新設）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

②当該事業及び関連事業の事業費 工期　Ｈ３０～４０

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H８0

県営事業費

国営事業費

団体営事業費
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ウ 各施設の再整備費の整理及び算定（第２表）
当該事業及び関連事業で整備する各施設について、評価期間における再整備年度を定め、費用算定項目別に再

整備費を整理し、算定する。
例：再整備計画を基に、評価期間（当該事業の工事期間＋40年）における再整備が必要と認められる施設につい

て、イと同様にその事業費を整理し、費用算定項目別に再整備が必要な年度（標準耐用年数を用いる場合は、
耐用年数が満了する年度）に一括して計上し、現在価値化する。

③再整備費 耐用年数満了後

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

：国営頭首工
（既設利用）

：国営用水路
（改修）

：県営用水路
（改修）

：団体営用水路
（改修）

凡例

河川

耐用年数

頭首工以外改修

評価期間

工期 一定期間（40年）
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エ 評価期間終了時点の資産価額の整理及び算定（第
３表）

評価期間（当該事業の工事期間＋40年）終了時点の各施設の資産価額を整理し、算定する。
例：各施設の事業費を定額法を用いて算定した評価期間終了時点における未減価償却資産額及び用地費の合計を

資産価額として整理し、現在価値化する。

オ 総費用の算定（第４表）
イ、ウ、エの現在価値化した施設別の事業費及び資産価額を整理し、評価期間内の当該事業費、関連事業費及

び再整備費の合計額からエの資産価額を差し引いて総費用を算定する。
〔総費用＝当該事業費＋関連事業費＋再整備費－評価期間終了時点の資産価額〕

例：イ、ウ、エで算定された各費用を基に当該事業費及び関連事業費に再整備費を加えた額から、評価期間終了
時点の資産価額を差し引いて総費用を算定する。

④評価期間終了時点の資産価額

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

資産価額

耐用年数 耐用年数

⑤総費用の算定

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H８0

工期 一定期間（40年）

評価期間

＋ －

当該事業 再整備 資産価額
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（２）更新整備の場合
ア 対象施設の概要の整理（第１表）

当該事業の対象施設及びこれと一体的に当該事業の受益地域において効果を発揮する全ての農業用用排水施設
を整理する。
例：頭首工、幹線水路の一部、支線水路の一部を更新する計画の場合、当該事業により整備される農業用用排水

施設及びこれと一体的に当該事業の受益地域において効果を発揮する全ての農業用用排水施設の名称、管理団
体名、設置年度、施設概要等を整理し、また、施設の位置図を作成する。

イ 施設建設時の事業費の整理及び算定（第２表）
施設建設費を費用算定項目別（工事費（償却施設費）、用地費、その他）に整理し、算定する。

例：施設建設費について、事業計画書、事業成績書等を基に、事業費を費用算定項目別に施設造成主体別、年度
別、施設別（頭首工、幹線用水路等）等に整理し、支出済費用換算係数で時価換算する。

①更新整備の事業計画

：国営頭首工
（改修）

：国営用水路
（改修）

：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

②当初建設時の事業費

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

：国営頭首工
（新設）

：国営用水路
（新設）

：県営用水路
（新設）

：団体営用水路
（新設）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川

県営事業費

国営事業費

団体営事業費

前歴事業
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ウ 当該事業及び関連事業の事業費の整理及び算定（第
２表）

当該事業及び関連事業の工種別事業計画を基に、年度別事業費を費用算定項目別に整理し、算定する。
例：当該事業及び関連事業の施設計画を基に、事業費を費用算定項目別に、施設造成主体別、年度別、施設別等

に整理し、現在価値化する。

エ 各施設の再整備費の整理及び算定（第２表）
対象となる全ての施設について、評価期間における再整備年度を定め、費用算定項目別に再整備費を整理し、

算定する。
例：対象となる全ての施設について、施設機能診断調査の結果等を踏まえつつ、各施設の再整備年度を定め、再

整備の対象となる幹線水路、支線水路の再整備費を整理して、再整備が必要な年度に一括計上し、現在価値化
する。

③当該事業及び関連事業の事業費

工期　Ｈ３０～４０

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

支線水路
：国営頭首工

頭首工 （改修）

：国営用水路
（改修）

幹線水路
：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

河川

耐用年数

当該事業及び関連事業

④再整備費

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

耐用年数満了後

：国営頭首工
（既設利用）

：国営用水路
幹線水路 （改修）

支線水路 ：県営用水路
（改修）

：用水路
（既設利用）

凡例

河川

耐用年数

再整備
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オ 着工時点及び評価期間終了時点の資産価額の整理及び
算定（第３表）

当該事業の着工時点の既存施設の資産価額（撤去する施設の廃用損失額相当分を含む。）を整理し、算定す
る。

次に、評価期間（当該事業の工事期間＋40年）終了時点の各施設の資産価額を整理し、算定する。
例：当該事業の受益地域内で一体的に効果が発揮されている全ての既存施設について、各施設の事業費を定額法

を用いて算定した事業着工時点の資産価額を整理し、着工年度に一括計上する。
次に、各施設の事業費を定額法を用いて算定した評価期間終了時点の未減価償却資産額及び用地費の合計を

資産価額として整理し、現在価値化する。

カ 総費用の算定（第４表）
ウ、エ、オの現在価値化した施設別の事業費及び資産価額を整理し、評価期間内の当該事業費、関連事業費、

既存施設の資産価額、対象施設の再整備費の合計額からオの評価期間終了時点の資産価額を差し引いて、総費用
を算定する。
〔総費用＝当該事業費＋関連事業費＋既存施設の資産価額＋再整備費－評価期間終了時点の資産価額〕
例：ウ、エ、オで算定された各費用を基に、当該事業費、関連事業費に既存施設の資産価額、対象施設の再整備

費を加えた額から、評価期間終了時点の資産価額を差し引いて総費用を算定する。

⑤着工時点及び評価期間終了時点の資産価額

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

資産価額

耐用年数

資産価額（廃用損失相当額を含む）

⑥総費用の算定

S30 S50 H1 H30 H50 H70 H80

工期 一定期間（40年）

評価期間

＋ －

当該事業 再整備 資産価額
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（３）複合（新設整備＋更新整備）事業の場合
河川の左岸側で更新整備を行い、また、右岸側で既存施設の頭首工から取水し、新たに幹線水路、支線水路、末

端水路を建設する新設整備を行う計画の場合、上記の（１）の新設整備と、（２）の更新整備の算定方法を組み合
わせて整理する。

○当該事業の整備計画

国営頭首工

国営用水路

県営用水路

団体営用水路

用水路（既設利用）

凡例

末端水路

支線水路
幹線水路

河川 更新地区

新規地区
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５ 換算係数を用いた総費用の算定方法 （新設）
（１）基本的な考え方

対象となる施設の整備費（総費用）の把握、評価期間の
設定並びに事業着工時点及び評価終了時点の資産価額等の
考え方については各年度の費用を社会的割引率を用いて個
別に現在価値化する方法と同様の方法によるものとし、基
準年度（評価年度）の翌年度以降の各費用（当該事業費、
再整備費等）については、以下の整備区分に応じた換算係
数を用いて現在価値化を行い総費用を算定する。
ア 当該事業費

事業費換算係数は、当該事業の工事期間中に支出され
る費用が年度ごとに一定（同額）とし、年度ごとに現在
価値化した事業費の合計と当該事業費との比率（倍数）
を係数化したものとする。

そして、当該事業費に当該事業費換算係数を乗じて得
た額を、現在価値化後の当該事業費とする。
※ 当該事業費（現在価値化後）＝当該事業費☓事業費

換算係数
イ 再整備費（予防保全計画等に基づく場合も含む。）

再整備パターンに応じた更新換算係数は、再整備の時
期を耐用年数の周期による場合と予防保全計画等による
場合等に分類し、当該事業完了年度から評価終了年度ま
で（一定期間中）に要する現在価値化後の再整備費の合
計と１回当たりに要する再整備費との比率（倍数）を係
数化したものとする。

そして、１回当たりの再整備費に当該再整備パターン
に応じた更新換算係数を乗じて得た額を、現在価値化後
の再整備費とする。
※ 再整備費（現在価値化後）＝１回当たりの再整備費

☓再整備パターンに応じた更新換算係数
注：統廃合等により再整備を要しない場合は、基本、評価終了

年度の用地費のみ算定
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（参考）費用の現在価値化に用いる換算係数の算式

　①　当該事業費

2 3

ｎ

※　ｎは、工事期間

　②　再整備費（予防保全計画等に基づく場合も含む）

※　ｔは、一定期間終了年度までに再整備を行う回数

換算係数 ＝
現在価値化後の年度別当該事業費の合計

当該事業費

＝ （ ＋
当該事業費／ｎ当該事業費／ｎ 当該事業費／ｎ

換算係数 ＝
１回当たり再整備費

＋
(1+0.0400) (1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋ ) ／

＝ （ ＋

当該事業費
(1+0.0400)

(初回再整備年度の経過年数)

(ｔ回目再整備年度の経過年数)

(２回目再整備年度の経過年数)

１回当たり再整備費
(1+0.0400)

当該事業費／ｎ

一定期間中における現在価値化後の再整備費の合計

１回当たり再整備費 １回当たり再整備費

１回当たり再整備費

(1+0.0400) (1+0.0400)

… ＋ ) ／
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（２）換算係数を用いた場合の総費用算定フロー

ア　事業着工時点の資産価額及び当該事業費の算定　（第１表）

①　対象施設の整理

②　事業着工時点の資産価額

③　当該事業費

イ　再整備費及び評価終了時点の資産価額の算定

(ｱ) 再整備費

(ｲ) 評価終了時点の資産価額

(ｱ) 再整備費

(ｲ) 評価終了時点の資産価額

ウ　総費用の総括（第３表）

　当該事業で整備する施設の整備費に工期に応じた係数を乗じて現在価値化を行い
当該事業費を算定

②　予防保全計画等に基づき再整備を行う場合の再整備費及び評価終了時点の資産
　価額の算定　（第２－２表）

　支出済費用換算係数によって評価時点に換算した当初建設費又は施設整備費、供
用開始年度、当該事業開始までの経過年数、施設の耐用年数等から事業着工時点の
残存価額（資産価額）を算定し、その額を現在価値化

　各施設の耐用年数の周期で再整備を行う施設（予防保全計画等によらない場
合）を対象に、１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数等に基
づく再整備年度に応じた係数を乗じて現在価値化を行い再整備費を算定

　１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数に基づく最終の再整
備年度に応じた残存率を乗じて評価終了時点の資産価額を算定し、併せてその額
を現在価値化

①　耐用年数の周期で再整備を行う場合の再整備費及び評価終了時点の資産価額の
　算定　（第２－１表）

　当該事業により整備される施設及びこれと一体的に当該事業の受益地において効
用を発揮させる全ての施設について、その名称、管理団体名等を整理

　１回当たりの再整備費に各施設の供用開始年度や耐用年数に基づく最終の再整
備年度に応じた残存率を乗じて評価終了時点の資産価額を算定し、併せてその額
を現在価値化

　対象施設ごとに第１表から対象となる施設名、事業着工時点の資産価額及び当該事
業費を、第２－１表又は第２－２表から再整備費及び評価終了時点の資産価額を転記
し、事業着工時点の資産価額、当該事業費及び再整備費の合計額から、評価終了時点
の資産価額を減算して、総費用を整理

　予防保全計画等に基づき再整備を行う施設を対象に、１回当たりの再整備費に
初回の再整備年度や再整備の周期（耐用年数）等に基づく再整備年度に応じた係
数を乗じて現在価値化を行い再整備費を算定
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（３）換算係数を用いた場合の具体的な算定方法

ア　事業着工時点の資産価額及び当該事業費の算定

事業着工年度 2018 年度 （第１表）
事業工期 10 年 （評価期間 50 年）

施設

番号
当初・更新

整備費
用地費 計

予

防

保

全

○

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪

=事業着工

年度-⑩

⑫ ⑬ ⑭

⑮

=(1-⑪/⑫)*

⑬/1.04

⑯

=⑭/1.04

⑰

=⑮+⑯
⑱ ⑲

⑳

=⑱*⑲

↓ （年度） （年） （年） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

1 国営 1 ○○頭首工（本体） ◇◇土地改良区 当該 改修 国営 ○ 当初建設 1977 41 50 1,035,605 9,823 179,239 9,445 188,684 691,785 0.8113 561,245

更新１ 1996 22 50 564,923 797 304,189 766 304,955

更新２ 0

小計 1,600,528 10,620 483,428 10,211 493,639

2 国営 2 ○○揚水機場 ◇◇土地改良区 当該 改修 国営 ○ 当初建設 1981 37 20 187,560 0 0 0 0 254,583 0.8113 206,543

更新１ 0

更新２ 0

小計 187,560 0 0 0 0

国営 3 ××揚水機場 ◇◇土地改良区 当該 新設 国営 - 当初建設 0 0 698,518 0.8113 566,708

更新１ 0

更新２ 0

小計 0 0 0 0 0

国営 4 △△揚水機場 ◇◇土地改良区 当該 廃止 国営 - 当初建設 1978 40 20 1,591,843 0 0 0 0 6,883 0.8113 5,584

更新１ 0

更新２ 0

小計 1,591,843 0 0 0 0

国営 5 ○○幹線用水路 ◇◇土地改良区 なし - - - 当初建設 1980 38 40 3,073,287 631,500 147,754 607,212 754,966 0 0.8113 0

更新１ 0

更新２ 0

小計 3,073,287 631,500 147,754 607,212 754,966

県営 6 ××支線用水路 ◇◇土地改良区 なし - - - 当初建設 1982 36 30 193,835 9,955 0 9,572 9,572 0 0.8113 0

更新１ 2016 2 30 152,791 0 137,120 0 137,120

更新２ 0

小計 346,626 9,955 137,120 9,572 146,692

県営 7 水管理施設（システム） ◇◇土地改良区 なし - - - 当初建設 2017 1 10 120,422 0 104,211 0 104,211 0 0.8113 0

更新１ 0

更新２ 0

小計 120,422 0 104,211 0 104,211

その他 8 団ほ □□地区末端水路　 受益農家 なし - - - 当初建設 1982 36 40 20,896 0 2,009 0 2,009 0 0.8113 0

更新１ 0

更新２ 0

小計 20,896 0 2,009 0 2,009

当初・

更新

整備
整備

区分

事業

主体

当該事業費

供用開始

年度（工事

完了の翌

年度）

事業着工

年度まで

の年数

耐用

年数

当初・更新

整備費
用地費

事業着工時点の資産価額

現在価値化資産価額

当該

事業費

事業費

換算

係数

現在価値化

当該事業費

予防

保全

対策

管理団体

整備区分及び内容

事業

区分

区分 施設名
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ウ　予防保全計画等に基づき再整備を行う場合の再整備費及び評価終了時点の資産価額の算定

事業着工年度 2018 年度 （第２－２表）
事業工期 10 年 （評価期間 50 年）

区分 施設

番号

施

設

部

位

数

① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨=④*⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
⑭

=⑫/100*⑬
⑮

⑯

=Σ⑭⑮/評価

終了年度の割

引率

⑰

=施設毎の計

↓ （千円） （年） （年） （回） （千円） （年） （年） （％） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

5 国営 1 ○○頭首工（本体） 224,447 10 10 20.0 691,785 138,357 10,620 20,963 41,990

1-1 　予防保全１ 46,227 12 15 3 1.1640 53,808 42 7 46.7 46,227 21,588 3,038

1-2 　予防保全２ 48,896 14 10 3 1.2312 60,201 34 △ 6 0.0 48,896 0 0

1-3 　予防保全３ 103,937 20 30 2 0.5971 62,061 50 30 100.0 103,937 103,937 14,625

1-4 　予防保全４ 46,227 31 10 2 0.4968 22,966 41 1 10.0 46,227 4,623 651

1-5 　予防保全５ 96,400 34 20 1 0.2636 25,411 34 4 20.0 96,400 19,280 2,713

2 国営 2 ○○揚水機場 104,301 10 △ 20 0.0 245,930 0 0 0 8,671

2-1 　予防保全１ 90,808 20 20 2 0.6647 60,360 40 10 50.0 90,808 45,404 6,389

2-2 　予防保全２ 32,429 15 10 4 1.3550 43,941 45 5 50.0 32,429 16,215 2,282

③

資産の

残存年数
残存率 資産価額

評価終了

時点の
資産価額

施　設　名

（施設部位）

再　　整　　備　　費

１回当たりの

再整備費

初回

再整備

年度の

経過年数

再整備の

周期年数

再整備

回数

再整備

換算係数

現在価値化再

整備費
計

評価終了時点の資産価額

最終整備

年度の
経過年数

用地費
現在価値化

資産価額
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エ　総費用の総括 （第３表）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
⑧

=Σ④⑤⑥-⑦

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

国営 1 ○○頭首工（本体） 493,639 561,245 224,447 41,990 1,237,341

国営 2 ○○揚水機場 0 206,543 104,301 8,671 302,173

国営 3 ××揚水機場 0 566,708 313,635 98,290 782,053

国営 4 △△揚水機場 0 5,584 0 0 5,584

国営 5 ○○幹線用水路 754,966 0 2,508,676 521,309 2,742,333

県営 6 ××支線用水路 146,692 0 50,956 7,141 190,507

県営 7 水管理施設（システム） 104,211 0 215,469 16,945 302,735

その他 8 団ほ □□地区末端水路　 2,009 0 0 0 2,009

9

10

合計 1,501,517 1,340,080 3,417,484 694,346 5,564,735

施設名
施設
番号

区分 総費用
評価終了
時点の

資産価額
再整備費当該事業費

事業着工
時点の

資産価額
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第４節・第５節 ［略］ 第４節・第５節 ［略］


